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杉並区における子どもの居場所づくりについて 

 

１ 子どもの居場所づくりに係る計画体系等 

杉並区保健福祉計画
保健福祉分野における取組の方向性や優先して推進

する事業等を示す個別計画

杉並区区立施設再編整備計画
〔第一期・第二次実施プラン〕

施設の安全性の確保や持続可能な行政運営の推

進、新たな行政需要への対応を図るため、区立施

設の更新等の取組をまとめた計画

杉並区総合計画〔10年プラン〕

基本構想実現の具体的道筋となる計画

杉並区実行計画〔3年プラン〕

財政の裏付けを持つ3か年計画

杉並区基本構想〔10年ビジョン〕

区の最上位の計画、区政運営の指針

目標5 人を育み共につながる心豊かなまち

施策24 子ども・青少年の育成支援の充実

【計画事業】

１ 次世代育成基金の活用推進

２ 学童クラブの整備

３ 放課後等居場所事業の実施

４ 中・高校生の新たな居場所づくりの推進

児童館施設の再編整備（児童館機能の継承・発展）

【主な取組】

○ 学童クラブの小学校内等での実施

○ 小学生の放課後等居場所事業の小学校内での実施

○ 子ども・子育てプラザの整備

○ 中・高校生の新たな居場所づくり

施策「子ども・青少年の育成支援の充実」

○ 次世代育成基金の活用推進

○ 学童クラブの整備・充実

○ 小学生の放課後等居場所の充実

○ 中・高校生の居場所の充実

○ 青少年の健全育成支援

施策推進の視点

「子どもの居場所

づくりの推進」

児童館施設の再編

○杉並区が築き上げてきた児童館機能の継承とともに、区民ニーズの変化等を踏まえ

た取組による発展・充実

○現行の児童館事業の枠組みにとらわれない事業の展開

○時代とともに変化する区民ニーズへの的確な対応

○持続可能な行財政運営の実現

子どもの居場所づくり

 

 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

杉並区基本構想〔10年ビジョン〕

杉並区総合計画〔10年プラン〕

ホップ（24～26年度） ステップ（27～30年度） ジャンプ（元～3年度）

杉並区実行計画〔3年プラン〕

杉並区区立施設再編整備計画〔第一期〕

第二次実施プラン（元～3年度）第一次実施プラン（26～30年度）

杉並区保健福祉計画

4年度～

次
期
計
画

 

資料２ 
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２ 子どもの居場所づくりの方向性（児童館機能の継承） 

中・高校生の

新たな居場所

児童館

乳幼児

19.3%

19人

小学生

（一般）

29.4%

30人

小学生

（クラブ）

49.4%

50人

中学生

1.6%

2人

高校生

0.4%

0.4人

ゆう杉並

中学生

41人

高校生

103人

児童館

放課後等居場所事業

全区立小学校で実施

40校

学童クラブ（学校内等）

全区立小学校内（近接地等含む）

40クラブ
※現在同様、第二学童クラブ設置

の場合 → 学校数＜クラブ数

中・高校生の

新たな居場所

ゆう杉並

開
放
型
乳
幼
児
室

子どもの発達段階やライフステージに応じて居場所を展開

子ども・子育てプラザ

乳幼児

100人

開
放
型
乳
幼
児
室

子ども・子育てプラザ

各地域に2所整備

14所
開放型乳幼児室はプラザ所在以外

の小学校区域に1所を目安に整備

こ
れ
ま
で

現
在
（過
渡
期
）

現
計
画
に
お
け
る
将
来
像

杉並区区立施設再編整備計画

〔第一期〕

【計画期間 平成26年度～令和3年度】

次期計画

【計画期間 令和4年度～】

放課後等居場所事業

小学生

（一般）

49人

学童クラブ（学校内等）

小学生

（クラブ）

65人

転用等

※ 人数は、一日平均利用児童数。パーセントは、利用児童のうち、当該階層の割合。いずれも平成30年度実績。

現計画では、先ずは7地域に各1所を整備す

ることとし、下表のとおり、5地域において整備。

残る2地域（西荻・高井戸）の開設場所等の

計画化を検討。

開放型乳幼児室は、地域コミュニティ施設等

の区立施設の中に乳幼児親子向けのスペー

スを整備するもの。現在、荻窪子どもセンター

内に1か所設置。

開設時期 名称 地域

平成28年12月 子ども・子育てプラザ和泉 方南和泉

平成30年4月 子ども・子育てプラザ天沼 荻窪

平成30年8月 子ども・子育てプラザ成田西 阿佐谷

令和元年9月 子ども・子育てプラザ下井草 井草

令和2年9月（予定） 子ども・子育てプラザ高円寺 高円寺

実施年度 実施校

平成29年度 杉並和泉学園

平成30年度 杉並第二小学校

令和元年度 桃井第二小学校

桃井第五小学校

令和2年度 高円寺学園

杉並第九小学校

浜田山小学校

済美小学校

大宮小学校

令和3年度 東田小学校

松ノ木小学校

永福小学校

現在4校で実施。現計画では、

下表のとおり12校で実施予定。

現計画では、児童館内の6クラブを

学校内等（近接地含む）に移転整備。

現時点の学校内等（児童館内以外）

のクラブは下表のとおり。

クラブ名 設置場所 備考

上高井戸第二 高井戸東小学校内 第二学童クラブ

和泉学園 杉並和泉学園内

松ノ木小 松ノ木小学校内

杉二 杉並第二小学校内

東田 東田小学校内

杉七 杉並第七小学校内

桃五 区有地

今川北 区有地 第二学童クラブ

浜田山第二 浜田山小学校内 第二学童クラブ

大宮小 大宮小学校内

久我山 久我山小学校内

高二 高井戸第二小学校内 第二学童クラブ

高三 高井戸第三小学校内

高井戸 区有地

桃二 桃井第二小学校内

（仮称）杉九 杉並第九小学校内 令和2年4月開設予定

（仮称）高円寺学園 高円寺学園内 令和2年4月開設予定

現計画では、新たな居場所は、令和3年度に開設

予定の（仮称）永福三丁目複合施設内の地域コ

ミュニティ施設において実施することとして計画化。

【施設環境面】

・多目的室・スタジオ等のタイムシェア など

この施設の実施状況等を踏まえて、今後の中・高

校生の居場所づくりのあり方を改めて検討。

中・高校生を主たる利用者とする区内唯一

の児童館で、ホールや体育室、スタジオ、集

会室、ロビーなどを備え、中・高校生の多様

なニーズに応えるとともに、自主的な活動を

支援。（平成9年開設）

0～18歳未満の児童がいつでも自由に遊べる場所として、主とし

て昭和40年代～50年代にかけて41の児童館を整備している。

※ 図中の○数字は、令和2年1月現在の設置（実施）数。

児童館内

学童クラブ

37 4 4 151

32

継承

学童クラブあり 35館

学童クラブなし 4館

児童館数（30年度実績）
平成3年度～

41
館体制

30年度末

61
か所

（中高生除く）

120
か所程度
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３ 子どもの居場所づくりの取組状況等 

対象 取組（居場所）の概要 実績等 

乳幼児 子ども・子育てプラザ 

位置付け 

○ 児童福祉法に規定する児童厚生施設 

○ 乳幼児親子を主たる利用対象とする施設として、健全な遊びを通じた育成支援事業のほか、子ども・子育

て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業（地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業等）等を

実施 

開所日・開所時間 

○ 平日：午前 9時～午後 6時 

○ 土・日：午前 9時～午後 5時 

○ 休館日：毎月第 1日曜日、年末年始（12月 29日～1月 3日）、休日 

主な事業内容等 

○ 乳幼児の成長に応じた遊びの提供 

○ 乳幼児親子の交流の場の提供、身近な相談・援助（ロビーワーク） 

○ 子育て等に関する講座・講習 

○ 子育て支援サービス等の情報提供と利用支援（利用相談） 

○ 地域の子育て支援団体等の活動支援 

○ 小学生以上の児童の居場所の補完（利用スペースの提供） 

○ 委託学童クラブの支援及び放課後等居場所事業の統括・管理 

利用料 

○ 無料 

運営 

○ 区直営 

設置数 

 ○4所 令和元年 11月末現在（令和 2年 9月には 5所目を開設予定） 

開設時期 子ども・子育てプラザ 

平成 28年 12月 子ども・子育てプラザ和泉 

平成 30年 4月 子ども・子育てプラザ天沼 

平成 30年 8月 子ども・子育てプラザ成田西 

令和元年 9月 子ども・子育てプラザ下井草 

令和2年9月（予定） （仮称）子ども・子育てプラザ高円寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子ども・子育てプラザでは、再編前の児童館と比較して、乳幼児親子の利用が終日可能となったこともあ

り、利用環境が大幅に拡大した。児童館（ゆうキッズ事業）の利用実績と比して、一日平均利用者数は約3

～4倍に増加している。 

 

乳幼児の利用比較 旧 成田西児童館  子ども・子育てプラザ成田西 

通常運営日 （火～日）  29年度 293日  （月～日） 元年度 327日（予定） 

一日平均 27.6人 89.7人 

主な利用諸室 乳幼児室（32.5㎡） 

遊戯室・図書室（計 242.6㎡）※1 

施設全室（840.7㎡） 

※1 児童館の遊戯室・図書室は、小学生が利用しない学校運営日の午前中 4時間程度のみ利用 

可能。夏休み等の学校休業日は利用不可。 

 

 将来的に、杉並区内 7 地域に各 2 所（計 14 所）整備する計画としている。なお、当面は、7 地域に各 1

所を整備することとしており、現在は、5所目となる高円寺地域の整備を進めるとともに、西荻地域・高井戸

地域の整備について検討している。 

 

西荻地域 

高井戸地域 

これまでの児童館 

開館日・開館時間 

【地域児童館】 

○ 平日：午前 10時～午後 6時（ただし、月曜日は、団体・親子等のグループ利用のみ） 

○ 土・日：午前 9時～午後 5時 

○ 休館日：毎月第 2月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始（12月 28日～1月 4日） 

【地区児童館】 

○ 平日：午前 10時～午後 6時 

○ 土・日：午前 9時～午後 5時（ただし、日曜日は、団体・親子等のグループ利用のみ） 

○ 休館日：毎月第 2月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始（12月 28日～1月 4日） 

乳幼児の主な利用スペース 

○ 乳幼児室（終日）、遊戯室（主に午前中のみ） 

小学生の主な利用スペース 

○ 図工室や多目的室、図書室、遊戯室など 
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対象 取組（居場所）の概要 実績等 

小学生 放課後等居場所事業 

位置付け 

○ 法の根拠規定なし 

○ 国が提唱する放課後子ども教室の機能を強化した杉並区独自の取組で、児童館機能のうち小学生の一

般来館に係る部分を継承するもの 

実施場所 

○ 区立小学校の校庭や体育館、多目的室等を活用して実施 

対象児童 

○ 原則として、当該校に在籍する小学生（ただし、国立・私立等の他校に在籍している小学生も利用可） 

実施日・時間 

○ 平日 

学校がある日 放課後～午後 6時 

学校休業日 午前 10時～午後 6時 

○ 土曜日 

学校がある日 放課後～午後 5時 

学校休業日 午前 9時～午後 5時 

○ 事業を実施しない日 

日曜、祝日、年末年始、台風や学校閉鎖等による臨時休校日、学校行事がある日等 

運営 

○ 子ども・子育てプラザが事業の実施主体として、学校及び学校支援本部等の学校関係者や地域団体、学

童クラブ等と連携・協働し、事業を展開 

○ 日常運営は、当該校の学童クラブ運営事業者に委託 

実施校数  

○ 4校 令和元年 11月末現在（令和 2年 4月には累計 9校で実施予定） 

 

実施時期 実施小学校 

平成 31年 4月（実施済） 杉並和泉学園 

杉並第二小学校 

桃井第二小学校 

桃井第五小学校 

 

令和 2年 4月（予定） 杉並第九小学校 

浜田山小学校 

大宮小学校 

済美小学校 

高円寺学園 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平日運営日の利用者数は、再編前の児童館と比較すると、杉並第二小学校では一日平均 47.1 人（約

1.4倍）、杉並和泉学園では一日平均 63.7人（約 2.2倍）に増加している。 

 

小学生※2の利用比較 旧 成田西児童館  杉二小学校内放課後等居場所

事業（はっぴぃタイム） 

平日の運営日 29年度 233日  30年度 236日 

一日平均 34.6人 47.1人 

主な利用諸室 遊戯室・図書室（242.6㎡） 

音楽室（50.6㎡） 

図工室（46.9㎡） 

視聴覚室、体育館、校庭 

図書室、第二音楽室 

 

※2 学童クラブ利用者を除く 

  ※3 児童館の遊戯室・図書室は、学校運営日は下校時間後、学校休業日は終日利用可能。 

 

 令和 3年度には新たに３校を加え、累計１２校において本事業を開始する計画としている。 

（区立小学校の約 1/3での実施となる。） 

 

実施時期 実施小学校 

令和 3年 4月（予定） 東田小学校 

松ノ木小学校 

永福小学校 
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対象 取組（居場所）の概要 実績等 

中学生 

高校生 
ゆう杉並（児童青少年センター） 

位置付け 

○ 児童福祉法に規定する児童厚生施設 

○ 中・高校生世代を主たる利用対象とする区内唯一の全区的施設（大型児童センター） 

（併設：男女平等推進センター） 

設備等 

○ 中・高校生の多様なニーズに応えられるよう舞台があるホールやバスケットボールコートの広さがある体育

室、スタジオ、ミキシングルーム、工芸・調理室、集会室、ロビーなどを備える。 

開設 

○ 平成 9年 9月 1日 

開館日・開館時間 

○ 火～土：午前 9時～午後 9時 

○ 日・祝日：午前 9時～午後 5時 

○ 休館日：毎月第 2・4月曜日、年末年始（12月 28日～1月 4日） 

※第 1・3・5月曜日は「サンカード」による親子利用のみ運営 

中・高校生運営委員会活動 

○ 利用者である中･高校生がゆう杉並の運営に自ら参画できるよう、中・高校生運営委員会を組織し、一年

を通じて活動を支援している。 

運営 

○ 区直営 

 

 

 

 

 1日平均 150名ほど（多い日は 300名超）の中・高校生の利用（中学生 3割、高校生 7割）がある。 

 

 しかしながら、利用者層は、近隣の学校に在籍する中学生が 7 割（高校生は半数）となっており、近隣在

学・在住者の利用に偏っている。 

 

 このため、中・高校生が気軽に集い利用できる新たな居場所づくりを計画的に進める必要がある。 

 中・高校生の新たな居場所 

位置付け 

○ 法の根拠規定なし 

○ 児童館機能のうち中・高校生の居場所を継承する取組で、地域コミュニティ施設において中・高校生の新

たな居場所づくりを進めるもの 

実施場所 

○ (仮称)永福三丁目複合施設や統合後の杉八小跡地に整備する地域コミュニティ施設 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定等 

 ○令和３年度に開設する（仮称）永福三丁目複合施設の地域コミュニティ施設において実施することとして計

画化。その複合施設での実施状況等を踏まえ、今後の新たな居場所のあり方や整備箇所数等を改めて

検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）永福三丁目複合施設とは 

  当該施設は、図書館と地域コミュニティ施設からなる多世代交流施設として、図書館のエ

リアでは、乳幼児親子向けの読み聞かせ等のプログラムの実施、地域コミュニティ施設のエ

リアでは、諸室をタイムシェアし、高齢者のいきがいや学びなどの事業や、中・高校生の談

話・学習などの場を提供・支援する施設である。 

 

 

 


